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地方独立行政法人長崎市立病院機構料金等に関する規程 

平成２４年４月１日 

規程第５８号 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 地方独立行政法人長崎市立病院機構中期計画（以

下「中期計画」という。）第１０の料金に関する事項の規定に基づき、地

方独立行政法人長崎市立病院機構（以下「法人」という。）の 料 金 等 に つ

い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 非 紹 介 患 者 初 診 及 び 再 診 加 算 料 ）  

第 ２ 条  中 期 計 画 第 １ ０ の １ の (４ )に 規 定 す る 非 紹 介 患 者 初 診 及

び 再 診 加 算 料 の 額 は 、 別 表 第 １ の と お り と す る 。  

（ 個 室 使 用 料 ）  

第 ３ 条  中 期 計 画 第 １ ０ の １ の (５ )に 規 定 す る 個 室 使 用 料 （ 患 者

の 希 望 に よ り 使 用 す る 場 合 に 限 る 。）の 額 は 、別 表 第 ２ の と お り

と す る 。  

（ 分 娩 料 ）  

第 ４ 条  中 期 計 画 第 １ ０ の １ の (７ )に 規 定 す る 分 娩 料 の 額 は 、 別

表 第 ３ の と お り と す る 。  

（ そ の 他 料 金 ）  

第 ５ 条  中 期 計 画 第 １ ０ の １ の (９ )に 規 定 す る 理 事 長 が 別 に 定 め

る 額 は 、 別 表 第 ４ の と お り と す る 。  

（ 手 数 料 の 額 ）  

第 ６ 条  中 期 計 画 第 １ ０ の 別 表 ３ に 規 定 す る 手 数 料 の う ち 診 断 書

料 と 証 明 書 料 の 種 別 ご と の 額 は 、 別 表 第 ５ の と お り と す る 。  
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（ 料 金 の 納 期 ）  

第 ７ 条  料 金 は 、 納 入 通 知 書 の 発 行 の 際 に 納 入 し な け れ ば な ら な

い 。た だ し 、理 事 長 が 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、延 納 さ

せ 、 又 は 分 納 さ せ る こ と が で き る 。  

２  前 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 入 院 患 者 の 料 金 の 計 算 期 間 及

び 納 期 は 、次 の 表 に 掲 げ る と お り と す る 。た だ し 、患 者 が 退 院 し 、

又 は 死 亡 し た 場 合 に お け る 料 金 の 計 算 期 間 は 、 前 の 計 算 期 間 の

翌 日 か ら 退 院 又 は 死 亡 の 日 ま で と し 、納 期 は 、当 該 退 院 又 は 死 亡

の 日 ま で と す る 。  

料金の計算期間 納期 

１日からその月の末日まで その月の翌月の１５日 

（ 料 金 の 減 免 ）  

第 ８ 条  中 期 計 画 第 １ ０ の ３ に 規 定 す る 特 別 の 理 由 は 、 次 の と お

り と す る 。  

⑴  災 害 な ど に よ り 、料 金 を 支 払 う こ と が 著 し く 困 難 と 認 め ら れ

る と き 。  

⑵  そ の 他 特 別 な 事 情 が あ る と 認 め た と き 。  

（ 利 用 の 申 込 み ）  

第 ９ 条  長 崎 み な と メ デ ィ カ ル セ ン タ ー（ 以 下「 本 院 」と い う 。）

を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 そ の 旨 を 理 事 長 に 申 し 込 ま な け れ ば

な ら な い 。  

（ 利 用 の 制 限 ）  

第 １ ０ 条  理 事 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 対 し て

は 、 本 院 の 利 用 を 拒 絶 す る こ と が で き る 。  

⑴  他 人 に 危 害 又 は 迷 惑 を 及 ぼ す と 認 め ら れ る 者  

⑵  本 院 の 秩 序 を み だ す と 認 め ら れ る 者  
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（ 利 用 の 取 消 し 等 ）  

第 １ １ 条  理 事 長 は 、 入 院 患 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

と き は 、 退 院 を 命 じ 、 又 は 診 療 を 中 止 す る こ と が で き る 。  

⑴  入 院 の 必 要 が な く な っ た と 認 め ら れ る と き 。  

⑵  料 金 を 納 入 し な か っ た と き 。  

⑶  本 院 の 諸 規 程 等 に 違 反 し た と き 。  

（ 適 用 除 外 ）  

第 １ ２ 条  前 ３ 条 の 規 定 は 、 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対

す る 医 療 に 関 す る 法 律（ 平 成 １ ０ 年 法 律 第 １ １ ７ 号 ）に 定 め る 一

類 感 染 症 、二 類 感 染 症 若 し く は 指 定 感 染 症 の 患 者（ 同 法 第 ８ 条 の

規 定 に よ り 一 類 感 染 症 又 は 二 類 感 染 症 の 患 者 と み な さ れ る 者 を

含 む 。）又 は 新 感 染 症 の 所 見 が あ る 者 に つ い て は 、適 用 し な い 。  

（ 損 害 賠 償 ）  

第 １ ３ 条  本 院 の 建 物 又 は 附 属 設 備 を 汚 損 し 、き 損 し 、又 は 滅 失 さ

せ た 者 は 、理 事 長 の 定 め る と こ ろ に よ り 、そ の 損 害 を 賠 償 し な け

れ ば な ら な い 。  

（ 施 設 の 使 用 料 ）  

第 １ ４ 条  前 条 に 規 定 す る も の の ほ か 、 法 人 が 管 理 す る 固 定 資 産

を 貸 し 付 け る 場 合 に お け る 使 用 料 に つ い て は 、 理 事 長 が 別 に 定

め る 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ５ 条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 、理 事 長 が

別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ６ 年 １ 月 ３ １ 日 規 程 第 １ ４ 号 ）  
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こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ６ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日 規 程 第 ４ ４ 号 ）  

こ の 規 程 は 、 平 成 ２ ７ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ ７ 日 規 程 第 １ ４ 号 ）  

こ の 規 程 は 、平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、改 正 前

の 第 １ ２ 条 を 削 る 改 正 規 程 は 、 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す

る 。  

附  則 （ 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ８ 日 規 程 第 ３ 号 ）  

こ の 規 程 は 、 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ５ 日 規 程 第 ７ 号 ）  

こ の 規 程 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ４ 年 ８ 月 １ ２ 日 規 程 第 ２ ３ 号 ）  

こ の 規 程 は 、令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、別 表 第

２ 及 び 別 表 第 ３ の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ ６ 日 規 程 第 ３ ６ 号 ）  

こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則（令和７年１月１０日規程第１５号） 

この規程は、令和７年２月１日から施行する。 

  附 則（令和７年１月３１日規程第１６号） 

この規程は、令和７年２月１日から施行する。 
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別 表 第 １ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

種 別 単位 金 額 

非紹介患者加算料（選定療養費）

初診時 

医科 １回  ７，０００円 

歯科 １回  ５，０００円 

非紹介患者加算料（選定療養費）

再診時 

医科 １回  ３，０００円 

歯科 １回  １，９００円 

備 考  上 記 に 定 め る 額 は 、消 費 税（ 地 方 消 費 税 を 含 む 。）抜 き の

額 で あ る 。  
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別 表 第 ２ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

区分 単位 金額 

準個室（４床室） １日 
２，０００円を上限として理事長

が定める額 

一般個室 １日 ８，０００円 

特別個室 １日 ２４，０００円 

備 考   

１  「 準 個 室 」 と は 次 に 定 め る 要 件 を 満 た す 病 室 を い う 。  

⑴  病 床 数 が ４ 床 以 下 で あ る こ と  

⑵  病 室 の 面 積 は １ 人 当 た り ６ ． ４ 平 方 メ ー ト ル 以 上 で あ る  

こ と  

⑶  病 床 ご と の プ ラ イ バ シ ー の 確 保 を 図 る た め の 設 備 を 備 え  

て い る こ と  

⑷  次 の 設 備 を 有 す る こ と  

ア  個 人 用 の 私 物 の 収 納  

イ  個 人 用 の 照 明  

ウ  小 机 等 及 び 椅 子  

２  上 記 に 定 め る 額 は 、消 費 税（ 地 方 消 費 税 を 含 む 。）抜 き の 額  

で あ る 。  
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別 表 第 ３ （ 第 ４ 条 関 係 ）  

区分 単位 金額 

帝王切開の場合 １胎 １８０，０００円 

通常分娩の場合 
平日 

時間内 １胎 ２５０，０００円 

時間外 １胎 ３００，０００円 

深夜 １胎 ３００，０００円 

休日 １胎 ３００，０００円 

帝王切開及び 
通常分娩以外の
場合 

平日 

時間内 １胎 １６０，０００円 

時間外 １胎 １９２，０００円 

深夜 １胎 ２２４，０００円 

休日 １胎 ２２４，０００円 

備考 

１ 「通常分娩」とは、中期計画第１０料金に関する事項１⑴の規定によ 

り算定される療養、医療等を伴わない分娩をいう。 

２ 「時間内」とは、午前８時から午後６時までをいう。 

３ 「時間外」とは、備考２及び備考４に掲げる時間帯以外の時間帯をい 

う。 

４ 「深夜」とは、午後１０時から午前６時までをいう。 

５ 「休日」とは、次に定める日をいう。 

⑴ 日曜日及び土曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する 

休日 

⑶ １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除 

く。） 

６ 分娩料の場合の区分の決定は、出産時刻の属する時間帯による。 
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７ 多胎の分娩をする場合の２胎目以降の分娩料は、１胎につき左欄の区 

分に応じ定める金額に２分の１を乗じて得た額とする。 

８  上 記 に 定 め る 額 は 非 課 税 の 額 で あ る 。  
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別 表 第 ４ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

種  別 単位 金 額 

新生児世話料 １日 （※１）２，４２０円 

セカンドオピニオン提供料 １回 １０，０００円 

生命保険・損害保険面談料 １回 ５，０００円 

先天性代謝異常検査料 １回 ２，５４６円 

産褥食 １食 （※１）１３０円 

病衣（ねまき）貸与（入院） 

１日 

１００円 

病衣（ねまき）貸与（外来） ２６０円 

病衣（ねまき）貸与（小児） ２６０円 

新生児服貸与 １日 （※１）６５円 

紙オムツ 大人用 １枚 １００円 

紙オムツ用パッド １枚 ３８円 

紙オムツ 小児用 １枚 ３５円 

アンギオショーツ １枚 ７３円 

導尿パック １個 ２７８円 

ウリナール １個 ２，７３０円 

サンダル １個 ２，０５４円 

バストバンド １個 １，０４４円 

レッグバッグ １個 １，１１５円 

三角巾 １枚 ２６０円円 

弾性ストッキング １足 ５３０円 

病衣（エンゼル寝間着） １枚 １，７１６円 

病衣（ゆかた） １枚 ２，５６１円 

アンプタボックス（切断肢納棺用） １個 ６４５円 
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付添い食 ３食 １，９１１円 

付添い寝具 １日 ４００円 

エンゼルボックス小 １個 （※１）１，４２４円 

エンゼルボックス中・大 １個 （※１）３，５１８円 

バルーンカテーテルプラグ １個 １２１円 

お産セット １個 （※１）１，９１１円 

分娩キット １個 （※１）２，４９６円 

臍帯箱 １個 （※１）２９９円 

胎盤処置料（出産） １回 （※１）３，０００円 

胎盤処置料（出産以外） １回 （※１）１，０００円 

予防接種ロタウイルス予防接種（ロタ

テック内用液） 
１回 ９，１２４円 

予防接種（乾燥 BCG ワクチン）（BCG） １回 １１，７１０円 

予防接種（アクトヒブ）（インフルエン

ザ） 
１回 ８，４４７円 

予防接種（インフルエンザ HA）（インフ

ルエンザ） 
１回 ５，０１５円 

予防接種（おたふくかぜ生ワクチン）

（おたふくかぜ） 
１回 ６，８７４円 

予防接種（ニューモバックス）（肺炎球

菌） 
１回 ８，６９４円 

予防接種（プレベナー20）（肺炎球菌） １回 １２，６１９円 

予防接種（バクニュバンス）（肺炎球菌） １回 １３，３７０円 

予防接種（エイムゲン）（A 型肝炎） １回 ９，３５１円 

予防接種（ビームゲン）（B 型肝炎） １回 ６，００４円 
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予防接種（DT ビック）（二種混合） １回 ５，４５６円 

予防接種（クアトロバック）（四種混合） １回 １１，６６７円 

予防接種（クイントバック）（五種混合） １回 ２２，９９０円 

予防接種（生水痘ワクチン）（水痘） １回 ８，４６０円 

予防接種（生風しんワクチン）（風疹） １回 ６，５７５円 

予防接種（生麻しんワクチン）（麻疹） １回 ６，５７５円 

予防接種（ミールビック）（MR 混合） １回 １０，１５０円 

予防接種（アブリスボ）（RS ウイルス） １回 ３０，０００円 

予防接種（ガーダシル）（子宮頚がん） １回 １８，８６０円 

予防接種（シルガード）（子宮頚がん） １回 ３０，５６０円 

予防接種（シングリックス）（帯状疱疹） １回 ２４，７１０円 

予防接種(メンクアッドフィ)（４価髄

膜炎菌） 
１回 ２４，７１０円 

予防接種（ジェービック V）（日本脳炎） １回 ７，４８５円 

予防接種（イモバックスポリオ）（ポリ

オ） 
１回 １０，１５０円 

リンパ浮腫ケア料 １回 ５，０００円 

エンゼルケア料 １回 ５、０００円 

母乳外来 １回 ３，０００円 

母親学級 １回 １，５００円 

本表に定めのないその他の料金の額は、理事長が別に定める。 

備 考  （ ※ １ ） の 額 は 非 課 税 の 額 で あ り 、 そ の 他 の 額 は 消 費 税

（ 地 方 消 費 税 を 含 む 。 ） 抜 き の 額 で あ る 。  

  



（地方独立行政法人長崎市立病院機構料金等に関する規程） 
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別 表 第 ５ （ 第 ６ 条 関 係 ）  
 

種  別 単位 金 額 摘 要 

普通診断書 1 通 ３，０００円  

特別診断書 

複雑な記載を要す

るもので理事長が

別に定めるもの 

1 通 ７，０００円 意見書を含む。 

上記以外のもの 1 通 ５，０００円   

普通死亡診断書 1 通 ３，０００円   

特別死亡診断書 1 通 ５，０００円 
死体 (胎 )検案

書等を含む。 

健康診断書 1 通 ３，０００円   

普通証明書 1 通 １，０００円  

特別証明書 1 通 ２，０００円  

備 考  上 記 に 定 め る 額 は 、消 費 税（ 地 方 消 費 税 を 含 む 。）抜 き の

額 で あ る 。  


